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１.身体障害者手帳  担当窓口：障害者福祉課援護係

　身体障害者手帳は、身体障害のある方が各種サービスを受けるための証明となるもので、指定医師
の障害程度判定に基づいて次の種類の等級（重い順に１級から６級まで）別に交付されます。

(1)視覚障害 １～６級
(2)聴覚障害 ２～４・６級
(3)平衡機能障害 ３・５級
(4)音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 ３・４級
(5)肢体不自由（上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害）
 １～６級
(6)　　〃　　（体幹機能障害） １～３・５級
(7)内部機能障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能の障害）
 １・３・４級
(8)　　〃　　（ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害） １～４級

（対象）
　身体に障害のある方で身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められる方
（申請に必要なもの）

(1)身体障害者診断書・意見書（発行から１年以内のもの）
(2) 本人の写真（たて４センチメートル×よこ３センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、

１年以内に撮影したもの。）
(3)交付申請書

２.愛の手帳（東京都療育手帳） 担当窓口：障害者福祉課援護係

　知的障害のある方が各種サービスを受けるための証明となるもので、多摩児童相談所または東京都
心身障害者福祉センターの判定に基づいて交付されます。障害の程度は、１度（最重度）・２度（重
度）・３度（中度）・４度（軽度）に区分され、手帳に記載されます。なお、愛の手帳は東京都独自の
制度ですが、国の療育手帳制度に準じています。
（対者）
　知的障害のある方で東京都愛の手帳交付要綱に定める障害程度に該当すると認められる方
窓　口

(1)18歳未満（児童）の方
多摩児童相談所　ＴＥＬ：０４２－３７２－５６００・ＦＡＸ：０４２－３７３－６２００
(2)18歳以上の方
東京都心身障害者福祉センター　　本所　　ＴＥＬ：０３－３２３５－２９６１
東京都心身障害者福祉センター多摩支所　　ＴＥＬ：０４２－５７３－３３１１
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10.東京都難病ピア相談室
　東京都広尾庁舎（渋谷区広尾５－７－１）において、ピア相談及び患者・家族交流会、患者会の自
主的な活動支援を行っています。

内容 実施日時
膠原病患者交流会 毎月　第４月曜日　 午後１時半から４時まで
脊髄小脳変性症・多系統萎縮症患者交流会 偶数月第４木曜日　 午後１時半から４時まで
呼吸法を取り入れた音楽療法 毎月　第２金曜日　 午前10時半から正午まで
パーキンソン病等いきいき交流会 毎月　第２火曜日　 午後１時半から４時まで
筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者交流会 奇数月第３金曜日　 午後１時半から４時まで
希少難病患者さんのための交流会 奇数月第３水曜日　 午後１時半から４時まで

窓　口
〒150-0012　渋谷区広尾５－７－１（東京都広尾庁舎１階）
※ 東京メトロ日比谷線「広尾」駅下車徒歩３分
ＴＥＬ：０３－３４４６－０２２０（相談専用）・０３－３４４６－１１４４（予約・問合せ専用）
HP：https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/center/peer.html

11.聴覚障害者相談事業  担当窓口：障害者福祉課生活係

　相談や申請などで市役所に来庁した聴覚障害のある方の手話通訳を行います。
（手話通訳者待機日時・場所）
毎週金曜日　午前10時～正午、午後１時～４時
障害者福祉課　窓口
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３.精神障害者保健福祉手帳 担当窓口：障害者福祉課援護係

　精神障害のある方の自立と社会参加の促進を図るため、各種サービスを受けるための証明となるも
のです。有効期間は受付した日から２年間で、更新の申請が必要です。
　障害等級は、障害年金の等級に準拠し、障害の程度により１級から３級まであります。
（対象）
　精神疾患のある方で、精神保健福祉法に定める障害程度に該当すると認められる方
（申請に必要なもの）

(1)障害者手帳申請書
(2) 診断書（精神保健福祉手帳用。精神障害の初診日から６か月以上経ってから医師が記載した

もの。）または精神障害を事由とする障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給しているこ
とを証する書類の写し及び同意書（診断書で申請される方は、同意書は必要ありません）

(3) 本人の写真（たて４センチメートル×よこ３センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、
１年以内に撮影したもの。）

(4)精神障害者保健福祉手帳の写し（更新時のみ）

４.障害者手帳診断料の助成 担当窓口：障害者福祉課援護係

　診断書料について5,000円を限度として助成します。
（対象）
　医師が作成した診断書で、障害者手帳の交付申請を行った方
　※生活保護を受けている方は対象外です。
（申請に必要なもの）

(1)印鑑
(2)振込先の口座番号等がわかるもの
(3)診断書料のわかる領収書
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